
三ヶ日町農業協同組合 行動計画（女性活躍推進法） 

 

女性職員が能力を発揮し、やりがいを持って仕事をできるようにするため、次のように行動

計画を策定する。 

 

1計画期間  

  令和 4年 4月 1日～令和 9年 3月 31日までの 5年間 

 

2目標 

  女性管理職の割合を、令和 3年度より 5％増やす 

 

3取組内容 

  リーダー育成研修等の推進 

  女性が長く活躍できる職場づくりの検討 

   

 


